
岡山県電気自動車用充電設備等導入事業仕様書（公募用） 

 

・ この仕様書は企画提案書作成用である。 

・ 企画提案募集後県は候補者と協議を行い、協議が整った場合は協定を締結する。 

 

１ 事業名 

岡山県電気自動車用充電設備等導入事業 

 

２ 事業目的 

電気自動車（以下「EV」という。）の普及を図るため、EV を安心して利用できる

環境の整備に向けて、県有施設に来庁者用 EV充電設備を導入する。 

 

３ 事業の内容 

事業者は、県から行政財産使用許可を受けた上で、本県が管理する施設の駐車場

の一部を活用し、事業者の自己資本により EV 充電設備の整備に必要な配線工事等

を含む充電設備一式（以下「充電設備等」という。）の設置、維持管理及び事業運営

を行う。 

また、充電設備等の設計、設置工事、維持管理、充電設備の利用システム等の整

備及び運用に係る一切の費用は、事業者の負担とする。 

なお、設置する施設及び設置予定基数は、別表「候補施設一覧」の中から選定し、

提案することとする。なお、本庁舎、備前県民局、備中県民局及び美作県民局には

それぞれ必ず１基以上充電設備を導入する提案とすること。 

（１）充電設備等を設置する用地について、その使用料は「行政財産の使用料に関

する条例」に基づき算定し事業者が負担するものとする。 

（２）事業者は、施設の駐車場区域や契約電力等を十分に考慮し、施設の電力使用

設備の運用に支障をきたすことのないよう充電設備の規模を提案するものと

する。なお、充電時の電力については、原則として、実施事業者が新規に電線

引込工事を行った上で、小売電力事業者と電力供給契約を締結すること。 

（３）本事業の期間中は事業者の責任において、充電設備等の維持管理及び事業運

営を行うものとする 。 

（４）事業者は、利用者から利用料を徴収し、利用料金については、事業者が決定

するものとする 。 

（５）事業者は、充電設備等の利用により生じた電気料金を負担するものとする。 

（６）導入する充電設備の出力は６ｋＷ以上のものとする。 

 

４ 実施期間 

（１）利用開始時期 

充電設備等の利用を開始する時期は、県と事業者との協議により決定するもの



とする。 

（２）事業期間 

事業期間は、充電設備等の利用を開始した日から起算して５年以上とし、事業

期間中は事業者の責任において、充電設備等の維持管理及び事業運営を行うもの

とする。ただし、行政財産使用許可の期間は１年間とし、事業期間の間、更新手

続きを行うものとする。なお、事業期間終了後の取扱いは双方の協議によるもの

とし、協議の結果、事業を終了することとなった場合は、事業者の負担により充

電設備等を撤去するとともに設置場所の原状回復を行うものとする。 

 

５ 充電設備等を設置する施設 

充電設備等を設置する施設は、公募による提案に基づき県と事業者の協議にて決

定する。事業者が設置可能と判断した施設についても、最終的な設置可否は県にお

いて判断する。 

 

６ その他 

（１）充電設備等の設計・整備、運用管理、保守メンテナンス等、充電設備等の運

用に係る一切を事業者の負担により行う。また、第三者との間における紛争等

に関しては、事業者として責任ある立場で解決するものとし、県は一切の責任

を負わない。 

（２）充電設備等の整備等に係る各種の手続きに要する費用は、事業者の負担とす

る。 

（３）充電設備等の整備等にあたっては、事業者は、事前に充電設備等の仕様、施

工方法等を記した施工計画書を県に提出し、県の承諾を得るものとする。 

（４）設置工事は、施設の運用を維持したまま行うものとし、やむを得ず停電作業

等が必要な場合は、事前に県と協議を行うものとする。また、本工事により既

存建築物及び電気・機械設備に損傷又は損害を与えた場合は、事業者負担にて

復旧及び賠償をする義務を負う。 

（５）使用許可期間中に、県有財産の廃止、建替え、改築若しくは譲渡を行うこと

により、又は使用部分を公用若しくは公共用に供する必要が生じたことにより、

充電設備等の撤去が必要となった場合は、県の負担により速やかに原状回復す

る。また、利用する充電設備等を他の県有施設に県の費用負担で移設し、継続

利用することを検討する。なお、撤去に必要な経費等については協議の上、県

が負担する。 

（６）本事業を実施するにあたり、事業者が県との間に取り交わす協定又は契約に

定める義務を履行しない場合には、協定又は契約を解除することがある。この

場合、事業者の責任と負担により速やかに原状回復する。 

（７）事業者は、充電設備等の運転開始前後に事故や障害等が発生した場合は、た

だちに県に連絡したうえで対応し、その結果を県に報告しなければならない。



また、県や利用者から事故等の連絡を受けた場合についても同様である。 

（８）事業者は、施設の建築物や電気系統及び機械設備に損傷又は損害を与えた場

合や充電設備等の整備及び管理に関する県との合意事項（協定書、契約書、行

政財産使用許可書等において定める事項）に適合していないことにより施設等

に損害を与えた場合その他事業者の責めに帰すべき事由により県が損害を被

った場合は、事業者がその損害を賠償する義務を負う。 

（９）事業者は、本事業を継続できなくなった場合は、一般社団法人次世代自動車

センター承認のもと、県が適切と認めた新たな事業者に権利及び義務を継承さ

せることができる。 

（10）事業者は、岡山県自家用電気工作物保安規程、電気事業法及び関係法令等を

遵守するものとする。 

（11）充電設備等の整備にあたっては、別に県と協定を締結するものとする。 


